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印西クリーンセンター放射性物質に関する報告 
 

１ 放射性物質の測定結果 

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき月１回測定しています。 

・焼却灰（主灰・飛灰）の放射性セシウムの測定結果（セシウム 134と 137の合計値） 

 

 

・排ガス中の放射性セシウムの測定結果（セシウム 134と 137 の合計値） 

測定月 炉別 測定容器 分析の結果 検出下限値 

平成３０年５月 

２号炉 
ろ紙部 不検出 ２（134 又は 137） 

ドレン部 同上 同上 

3号炉 
ろ紙部 同上 同上 

ドレン部 同上 同上 

平成３０年４月 

２号炉 
ろ紙部 同上 同上 

ドレン部 同上 同上 

３号炉 
ろ紙部 同上 同上 

ドレン部 同上 同上 

平成３０年３月 ３号炉 
ろ紙部 同上 同上 

ドレン部 同上 同上 

平成 30年２月 ３号炉 
ろ紙部 同上 同上 

ドレン部 同上 同上 
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２ 空間線量の推移 

印西クリーンセンター敷地内及び敷地境界の９地点で週１回測定しています。 

・敷地境界４地点の空間線量月平均値（地上高 100cm） 
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第６地点

除染対象線量

第６地点付近

（測定位置図） 

 

 

３ 焼却灰（主灰・飛灰）の処理状況 

  放射性物質の測定結果により、基準値（8,000Bq/kg）以下を確認し、民間処理業者へ

搬出・資源化（飛灰は全量）と印西地区一般廃棄物最終処分場へ埋立処分しています。 

  基準値を超えた飛灰（平成 23 年 7月、8月発生の指定廃棄物）は 130ｔあり、ドラム

缶（252 缶）・フレコンバッグ（120 袋）に入れて一時保管しています。この指定廃棄物

は国が処分するものです。 

第６地点（外周歩道工事のため工

場敷地内で測定（H27.11/24～

H28.4/5） 

第４地点 

第３地点 第 2 地点 

除染対象線量 0.230 
    ﾏｲｸﾛｼｰﾍﾞﾙﾄ/時間 



資料２ 

3 

 

（平成 29年度） 

区  分 搬 出 先 計画処理量 処 理 量 

主 灰 

（燃えがら） 

印西地区一般廃棄物最終処

分場で埋立処分 
１，８１７ｔ １，８３６ｔ 

飛 灰 

（ばいじん） 

印西クリーンセンターで一

時保管 
― 

基準値超（指定廃棄

物）：約１３０ｔ 

主灰と飛灰

の混合灰 

民間処理業者へ搬出・資源化 

（ツネイシカムテックス埼玉

㈱：埼玉県） 

※主灰対飛灰＝６対４ 

４，２２６ｔ 

（主灰 2,５60ｔ、 

飛灰 1,７０６ｔ） 

３，６４７ｔ 

（主灰 2,188ｔ、 

飛灰 1,459ｔ） 

・2 月 311ｔ（主灰 187ｔ、飛灰 124ｔ） 

・3 月 301ｔ（主灰 181ｔ、飛灰 120ｔ） 

 

（平成３０年度：５月末現在） 

区  分 搬 出 先 計画処理量 処 理 量 

主 灰 

（燃えがら） 

印西地区一般廃棄物最終処分

場で埋立処分 
1,292ｔ ３44ｔ 

飛 灰 

（ばいじん） 

印西クリーンセンターで一時

保管 
― 

基準値超（指定廃棄

物）：約１３０ｔ 

主灰と飛灰

の混合灰 

民間処理業者へ搬出・資源化 

（ツネイシカムテックス㈱：埼玉県） 

※主灰対飛灰＝６対４ 

4,206ｔ 

（主灰 2,524ｔ、 

飛灰 1,682ｔ） 

745ｔ 

（主灰 447ｔ、 

飛灰 298ｔ） 

・4 月 300ｔ（主灰 180ｔ、飛灰 120ｔ） 

・5 月 445ｔ（主灰 267ｔ、飛灰 178ｔ） 
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印西クリーンセンター基幹的設備改良工事 「引渡性能試験」における試験項目において、基準値を満足していることを確認しました。 

また、工事引渡しも平成 30年 3月 31日をもちまして無事に完了しましたので、併せてお知らせいたします。  

                                               

番

号 
試験項目 基準値 試験結果 判定 

1 ごみ処理能力    

  焼却量(W301) ― １日目 

94.56 t/d 

― 

    ２日目 

94.67 t/d 

― 

 ごみ質 ― 低位発熱量 

8,790 kJ/kg 

(2,100 kcal/kg) 

― 

2 排ガス＊1    

  ばいじん 0.02 g/m3N以下 

(1h平均値) 

0.001 g/m3N未満 

 

合格 

  硫黄酸化物(SOx) 20 ppm以下 

(1h平均値) 

0.7 ppm 合格 

  塩化水素(HCl) 25 ppm以下 

(1h平均値) 

8.8 ppm 合格 

  窒素酸化物(NOx) 65 ppm以下 

(1h平均値) 

48 ppm 合格 

  ダイオキシン類 0.5 ng-TEQ/m3N以下 0.018 ng-TEQ/m3N 合格 

  一酸化炭素(CO) 100 ppm以下 

(1h平均値) 

最大 9 ppm未満 

(1h平均値) 

合格 

   050 ppm以下 

(4h平均値) 

9 ppm未満 

(4h平均値) 

合格 
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3 焼却灰    

  熱しゃく減量 3%以下 0.1 %未満 合格 

  ダイオキシン類 3.0 ng-TEQ/g以下 0.0023 ng-TEQ/g 合格 

4 騒音    

  朝 

(06:00～08:00) 

50 dB(A)以下 

Ａ

点 

43 dB(A) 

Ｂ

点 

44 dB(A) 合格 

  昼間 

(08:00～19:00) 

55 dB(A)以下 47 dB(A) 46 dB(A) 合格 

  夕 

(19:00～22:00) 

50 dB(A)以下 47 dB(A) 42 dB(A) 合格 

  夜間 

(22:00～06:00) 

45 dB(A)以下 40 dB(A) 41 dB(A) 合格 

5 振動    

  昼間 

(08:00～19:00) 

60 dB以下 

Ａ

点 

29 dB 

Ｂ

点 

36 dB 合格 

  夜間 

(19:00～08:00) 

55 dB以下 25 dB 36 dB 合格 

6 悪臭    

 1) 敷地境界線＊2    

  アンモニア 

 

1 ppm以下 

風

上 

0.1 ppm未満 

風

下 

0.1 ppm未満 合格 

  メチルメルカプタン 

 

0.002 ppm以下 0.0002 ppm未満 0.0002 ppm未満 合格 

  硫化水素 

 

0.02 ppm以下 0.002 ppm未満 0.002 ppm未満 合格 

  硫化メチル 

 

0.01 ppm以下 0.001 ppm未満 0.001 ppm未満 合格 

  トリメチルアミン 

 

0.005 ppm以下 0.001 ppm未満 0.001 ppm未満 合格 

  臭気濃度（臭気指数） 

 

15※（―） 

※目標値とする。 

10未満（10未満） 10未満（10未満） ― 
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備考） ＊1  O212%換算値、乾きガス基準とする。 

 ＊2  風向きは北とする。

         

6 2) 排出口（煙突出口）    

続  トリメチルアミン 

 

2.44 m3N/h以下 

２

号

炉 

0.0002 m3N/h未満 

３

号

炉 

0.0002 m3N/h未満 合格 

   アンモニア 

 

487.7 m3N/h以下 0.03 m3N/h未満 0.03 m3N/h未満 合格 

   硫化水素 

 

9.8 m3N/h以下 0.0005 m3N/h未満 0.0005 m3N/h未満 合格 

   臭気濃度（臭気指数） 

 

500※（―） 

※目標値とする。 

320（25） 400（26） ― 

 3) 排出口（臭突出口）   

  トリメチルアミン 

 

0.266 m3N/h以下 0.00004 m3N/h未満 合格 

   アンモニア 

 

53.2 m3N/h以下 0.007 m3N/h未満 合格 

   硫化水素 

 

1.06 m3N/h以下 0.0002 m3N/h未満 合格 

   臭気濃度（臭気指数） 

 

500※（―） 

※目標値とする。 

10未満（10未満） ― 

7 温度    

  燃焼室出口温度(T3071) 

 

800 ℃以上※ 

※5分以上連続して逸脱する

時間の合計が 10％を超えない

ものとする。 

１日目  

逸脱時間なし 

合格 

   ２日目  

0.4 %（6分間） 

 

  集じん器入口温度(T309) 概ね 200 ℃以下※ 

※1h平均値が概ね 200℃を超

えないものとする。 

最高 197 ℃ 合格 

8 CO2削減率    

  CO2削減率 3 %以上 7.1 %（平均値） 

（１日目 4.9%、２日目 9.4%） 

合格 
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                                         H30.6.23    

白煙防止装置の運用停止の継続について  

 

                     

印西クリーンセンターでは、ごみの焼却から発生する熱を、発電、

温水センター、地域冷暖房に有効活用していますが、場内で利用して

いる蒸気の中には、煙突から発生する白煙をできるだけ見えなくする

ために再度加熱する装置（白煙防止装置）にも利用していました。  

煙突からの発生する白煙は、焼却炉内及び排ガス処理装置で利用す

る水分が水蒸気となり、煙突出口部分が冷やされる寒い冬に、白く見

える現象ですが、煙のような見え方であるため、この発生を抑制する

ため「白煙防止装置」があります。  

しかし、エネルギー有効利用の面から印西クリーンセンターでは、

「白煙防止装置」で利用している蒸気を発電や地域冷暖房に利用する

ことを目的として、「白煙防止装置」の運用を停止してまいりました。 

「白煙防止装置」を停止した場合の蒸気の節約量は、毎年約 6,000

トンから 7,000 トンの蒸気を節約し、発電や地域冷暖房に有効活用し  

ています。   

これらのことから、平成 30 年 7 月から平成 31 年 6 月末までの 1 年

間「白煙防止装置」の運用停止を了承して頂きたく環境委員会に諮り

ます。  
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次期中間処理施設整備事業の進捗状況について 

 

（１）概略経緯 

 平成２３年度 （千葉ニュータウン 9住区計画建設予定地の決定） 

    ６月 管理者・副管理者会議にて、「千葉ニュータウン９住区」現泉野 1丁目を建設

予定地として決定する。 

 

 平成２４年度（千葉ニュータウン９住区計画の撤回） 

    7月 印西市長選において現印西市長が当選 

１１月 印西市より印西地区環境整備事業組合に対して「千葉ニュータウン９住区計

画」の白紙撤回の申し入れが行われた。 

    ２月 「次期中間処理施設整備事業用地検討委員会」を設置する。 

 

 平成２５年度（次期中間処理施設の用地を公募） 

    ４月 「次期中間処理施設整備事業用地検討委員会」が用地選定の調査審議に着手 

する。 

    １月 募集期限を３月末として候補地の募集を開始する。 

    ３月 候補地募集の結果、岩戸地区１箇所、草深地区１箇所、滝地区１箇所、武西

地区２箇所及び吉田地区１箇所、計６箇所から応募申込書が提出される。 

 

平成２６年度（建設候補地の選定並びに建設候補地の地元区との基本協定の締結） 

    ４月 「次期中間処理施設整備事業用地検討委員会」が応募のあった６箇所に現在 

地を加えた７箇所を候補地として比較評価に着手する。 

５月 草深地区について、応募取下書が提出される。 

    ６月 武西地区①について、応募取下書が提出される。 

    ９月 「次期中間処理施設整備事業用地検討委員会」が候補地の比較評価に関する 

最終答申書を管理者へ提出する。 

   １１月 建設候補地選定会議（管理者・副管理者会議）にて、吉田地区を建設候補地 

として選定する。 

２月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会」を設置する。 

２月 「次期中間処理施設整備事業地域振興策検討委員会」を設置する。 

    ３月 吉田地区の地元町内会である吉田区と組合が「次期中間処理施設整備事業の施行

に関する基本協定書」を締結する。 

（吉田地区を建設候補地として決定したことを確認し、両者の役割等を定める） 

 

平成２７年度（基本協定に基づき各検討委員会の設置） 

    ５月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会」が施設整備基本 

計画に関する調査審議に着手する。 

５月 「次期中間処理施設整備事業地域振興策検討委員会」が地域振興策の基本構 

想等に関する調査審議に着手する。 

３月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画検討委員会」が施設整備基本 

計画（案）に関する答申書を管理者へ提出する。 

３月 「次期中間処理施設整備事業地域振興策検討委員会」が地域振興策の基本構 

想等（案）に関する答申書を管理者へ提出する。 
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平成２８年度（施設整備基本計画及び地域振興策基本構想を策定、整備協定書の締結） 

    ４月 各検討委員会の答申を受け「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画」

と「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本構想」を策定する。 

    ６月 次期中間処理施設整備にあたって、吉田区との約束事をまとめる「次期中間

処理施設整備事業の施行に関する整備協定書」の協議に着手する。 

    １月 「次期中間処理施設整備事業の施行に関する整備協定書」に対するパブリッ

クコメントを募集する。 

    １月 「次期中間処理施設整備事業の施行に関する整備協定書」に係る説明会を開

催する。 

    ３月 吉田区と「次期中間処理施設整備事業の施行に関する整備協定書」を締結す

る。 

       （吉田地区を建設予定地として決定することのほか、地域振興策整備費用の

上限など、事業推進に関する約束事を定める。） 

 

 平成２９年度（施設整備基本計画追加策定及び地域振興策基本計画策定） 

    ５月 「地域まるごとフィールドミュージアム事業（地域振興策）」が環境省の地域

低炭素化モデル事業に採択される。 

   １０月 建設予定地の用地測量及び地質調査が完了する。 

    ２月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定（案）」及び 

「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画（案）」に係る有識者懇話会

（ヒアリング形式）を実施する。 

    ３月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定（案）」及び 

「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画（案）」に対するパブリック

コメントを募集する。 

    ３月 「次期中間処理施設整備事業施設整備基本計画追加策定（案）」及び 

「次期中間処理施設整備事業地域振興策基本計画（案）」に係る説明会を開催

する。 

    ３月 アクセス道路の地質調査が完了、予備設計及び用地測量業務に着手する。 

    ３月 「次期中間処理施設整備事業 施設整備基本計画」を追加策定する。 

（平成２８年度策定した施設整備基本計画に、環境影響評価における基礎条

件を追加検討した計画） 

「次期中間処理施設整備事業 地域振興策基本計画」を策定する。 

（次期中間処理施設の周辺対策事業の基本的な計画として「吉田区のインフ

ラ整備等」のほか、地域資源や排熱エネルギーを活用する「多目的な複合

施設」を計画に位置付ける。） 
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平成３０年度 次期中間処理施設整備事業のスケジュールについて 
 

事業内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

アクセス道路測量（29）             

アクセス道路予備設計（29）             

アクセス道路予備設計Ｂ（30）             

アクセス道路用地物件補償

調査業務 

            

アクセス道路不動産鑑定業

務 

            

施設用地埋蔵文化財調査業

務 

            

施設用地管理業務             

用地買収（物件補償含） 

＊本体用地分 

            

（その他） 

 

◎地域振興策の事業エリアの決定 

 

○千葉県や印西市の関係課との協議 

境界確定・確定測量・縦横断 

 

 

線型比較・交差点比較・概略構造物 

縦横断・附帯構造物・用排水設計 
交差点２箇所（縦横断・交差容量・路面表示設計） 

 

用地丈量図作成 

アクセス道路分（立木等） 

アクセス道路分 

本体用地分（アクセス道路重複地権者を除く） 本体用地分（アクセス道路を除く） 
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印西地区ごみ処理基本計画策定スケジュールについて 

 

 

事業内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

ごみ処理基本計画 

検討委員会 

委 員 委

嘱・諮問 

   視察       

答申 

   

現状把握 

○印西地区ごみ処理状況 

○市町施策評価 

 

            

次期計画施策検討 

○各市町の施策検討 

○組合独自施策検討 

 

            

目標の設定 

○目標年度及び目標値設定 

            

中間報告 

(施策内容・目標値） 

正副管理者・組合議会 

            

計画書（案）のまとめ             

パブリックコメント募集 

○ＰＢ（案）正副管理者決裁 

○組合議会ＰＢ（案）送付 

            

計画最終（案）のまとめ 

○答申内容のまとめ 

○答申内容公表 

            

 

 

 

 

組合・コンサル・市町作業 
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○自治会側からの質問事項に対する回答書 

質 問 事 項  回   答 

１．指定廃棄物の指定解除ルールに伴う方針等について 

環境省は指定廃棄物の指定解除のルールを定めた。（「平成二十

三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発

電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処

に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」の公布・施

行、2016 年 04月 28日）千葉県内では指定廃棄物を保管する十市

（柏市、松戸市、流山市、我孫子市、東金市、市川市、印西市、八千

代市、野田市、千葉市、平成 28年 7 月 22日現在）のうち、環境省は

千葉市との協議を行い、放射性セシウム濃度の再測定を実施、指定

廃棄物の指定解除の通知書の交付を受けた。 

（1）その後、印西地区環境整備事業組合または印西市に環境省か 

らの協議申し入れはあったか。 

（2）2018年 1月 12日、環境大臣に対して松戸市長、柏市長、流山市

長、我孫子市長、印西市長の連名で要望書を提出したが、進捗はあ

ったか。 

（3）柏市では北部ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ周辺町内会との説明会に環境省が同席

したが（千葉市以外では初）、印西市では開催予定はないのか。 

 

（1）印西市及び当組合には、いづれも環境省からの協議申し入れはありませ

ん。 

（2）印西市の担当に確認したところ 2018 年１月 12 日に提出した要望書への回

答は無いそうです。 

（3）柏市では保管期間に関して、周辺自治会と書面を交わしており、今回その

期限が満期を迎え、更なる延長をお願いするにあたり 3月 17日に地元自治会

との住民説明会を実施しています。 その際に国の担当も同 席し、現状の千

葉市との交渉経過等を直接説明しています。 

  柏市と周辺自治会との関係は、従前より良好であるということから説明会で 

紛糾することはなく、保管期間の更新ができた事は聞いています。 

 環境省の担当を交えての住民説明会ですが、印西市しとしては開催する予

定はないそうです。 

 当組合では、６月１日（金）に指定廃棄物の保管状況に関する、年一回の国 

の立入調査がありました。内容的にはﾄﾞﾗﾑ缶保管が長期にわたり、容器自身 

の劣化対策を検討してもらいたい旨の指摘があり、今後は容器の詳細調査や 

その結果によっては入替を検討していかなければならない状況です。 

但し、国が目指している一括保管場所が設置できれば、この話は無くなると 

思います。 

当日の質疑にて、現在一括保管場所の候補地である千葉市との交渉状況を 

質問しましたが、目立つ進捗は見受けられないということでした。 



 

 

（4）指定解除に向けて測定を行うことは予定されているか？ 

 

（4）指定廃棄物については、国が処理をすることとなっております。指定解除を

することで処理を実施する責任が国から自治体へ移ります。指定を解除された

廃棄物の受け入れ先を確保することが難しい現時点において、指定解除に向

けての測定を行う予定はありません。 

 

２. 水銀対策の必要性について 

（1）平成 29年度第３回印西ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ環境委員会会議録（概要版） 

に記載の追加の説明（図示）を求める。 

（2）水銀の常時監視に関する方針は決定したか。 

（1）今回の環境委員会会議録に昨年説明済みの水銀自動計測器のイメージ

図を添付できるように事務局へ依頼します。 

（2）昨年の環境委員会でも回答していますが、水銀自動計測器は設置場所及

び予算の面でも難しいため、外部の専門検査機関へ測定を依頼しています。 

３. 排ガス中の重金属測定（調査測定）の測定方法について 

（1）協定書等に関する調査の進捗状況は？ 

 

 

 

大気汚染防止法で平成 30 年４月１日より、当ｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰのような焼却施設は

水銀排出基準が 50μｇ/Nm3 となりました。 

本協定書における規制値は過去に実施している重金属測定内の測定値を

勘案するとともに、組合内で模索している段階です。 

 

４．一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録（2018年５月 25日

公開）について 

（1）焼却日数は掲載されているが、焼却日を追加されたい。 

（2）脚注に「最少とは焼却炉の立上げ又は立下げ日のため焼却量は

通常より少なくなります。」とあるが、該当日のﾃﾞｰﾀが開示されていな

いので開示されたい。 

 

 

 

 

（1）環境委員会の資料には焼却日も記載していますが、HPではスペースの制

約があることから簡素化して、焼却日数のみを記載していますので、ご理解を

お願いしたします。 

（2）焼却炉の立上げ又は立下げ日の焼却量は２４時間に満たないため、通常

の１日の焼却量よりも少なくなります。（最少表示） 
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５．一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録（排ガス）について 

（1）一般廃棄物処理施設の維持管理に関する記録（排ガス）が更新さ 

れない理由は？ 

（2）同記録は当該日から３年を経過するまでの公表となっているが、

平成 27から 29年度分しかないのは如何なものか。 

 

 

 

（1）平成３０度第 1 回年環境委員会にて報告後、公表いたします。 

（2）平成２７年度から今年度（３０年度）まで記載していますので、３年分を経過

して公表しています。 

 

 

 

 

 

 

６.平成 30年度印西地区ごみ処理実施計画について 

（1）平成 30年度分の同計画が６月９日時点でも、組合ＨＰで公開され 

れない理由は。 

（2）2年前に遅れた時の組合側回答との整合性は？ 

ちなみに 29年度分は４月１９日に公開された。 

 

 

今年度、人事異動による担当者の変更があり、短時間ではありますが事務事

項の引継は行いましたが、年々増加する事務量に対し十分な引継ができなか

った状況です。 

またこの４月から新たに業務として加わった「ごみ処理基本計画」の作成も始

まったことも、遅延した要因と考えます。 

 

 

７．基幹改良工事の引渡性能試験の結果について 

（1） 引渡性能試験の結果が 2018年 5 月８日に組合ＨＰに掲載され 

ているが、なぜ４月初旬（もっと早く）に掲載しないのか。 

（2）排ガスの基準値が環境委員会の協定値と異なる理由は。       

 

 

 

  

（1）正式な報告書としては３月末日で、その後事務手続きに時間を要してしまっ

たためです。 

（2）排ガスの基準値は基幹改良工事実施設計仕様書の数値になります。 協

定値を変更するには、「公害防止に関する協定書」第１５条の協議のうえ変更

になります。 

 

            



 

 

８．環境員会だよりの提出が遅れている理由は？ 

 

  

今年度、人事異動による担当者の変更があり、短時間ではありますが事務事

項の引継は行いましたが、年々増加する事務量に対し一部分の引継しかでき

なかった状況です。 

またこの４月から新たに業務として加わった「ごみ処理基本計画」の作成業務

も始まり、そちらに気を取られたことも遅延した要因と考えます。 

 

 

 

９．平成 30年度第１回分の資料（操業報告等）の配布が遅れた理由

は？ 

住民側打合せ開催日（委員会約２週間前）の前々日までの配布となっ

つているが。 

 

 

同上 

10．機能検査と精密機能検査の実施状況について 

  

 

 

 

 

 

 

機能検査は施設の稼働の状況を常に適切に保持するために実施するもの

で、日常の現場点検と毎年実施している定期点検補修時に行っています。 

精密機能検査は今年度実施する予定です。 
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